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１ フルハーネス型の安全帯（墜落制止用器具）は、「墜落制止用器具の規格」

（平成３１年厚生労働省告示第１１号）に適合したものと表示しているもの

を使用してください。 

２ ヘルメットは、「保護帽の規格」（平成１２年労働省告示第１２０号）に基づ

き、「墜落時保護用」と表示しているものを使用してください。 

 

 


